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地域審議会の取扱い（協定項目第６号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
 
 
 
 
 
 
 

 

先進地域の事例 
 
 平成１１年４月１日以降に編入合併した１０市（※注）のうち、地域審議会を設置した市 ⇒２市 
 
○ 大船渡市 
１ 名  称   大船渡市三陸地域審議会 
２ 委員数等   １５人（公共的団体の役職員５人、学識経験者７人＜うち、合併前の町の議会議員４人＞、公募３人） 
３ 任  期   ２年 
 ４ 設置期間   平成１３年１１月１５日（合併の日）～平成２４年３月３１日 
 
○ 新居浜市 
１ 名  称   新居浜市別子山地域審議会 
２ 委員数等   ７人（公共的団体の役職員１人、学識経験者３人＜うち、合併前の村の議会議員１人＞、公募３人＜うち、合併前の村の議会議員１人＞） 
３ 任  期   ２年 
 ４ 設置期間   平成１５年４月１日（合併の日）～平成２５年３月３１日 
 
 
※ 福山市【参考／合併特例法に基づく地域審議会とは異なる】 
１ 名  称  行政諮問委員 
２ 委員数等  １１人（合併前日に、合併前の町の議会議員であった者。ただし、合併後に福山市議会議員になった者があるときは、この者を除く） 
３ 任  期  平成１５年２月３日～平成１６年４月３０日（合併の日から福山市議会議員の残任期間に相当する期間） 

 
※ 注／新潟市・潮来市・大船渡市・つくば市・福山市・廿日市市・呉市・新居浜市・野田市・新発田市（いずれも合併後の市名） 
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○ 地域審議会について【参考】 
  地域審議会とは、合併に伴う行政区域の拡大等により、住民の意見が合併市町村の施策に反映されにくくなるのではないかという懸念があること等を踏まえ、平

成１１年の合併特例法改正により制度化されたものである。 
  
  地域審議会は、合併関係市町村の協議に基づき、次により設置することができる。 

(1) 期間     期限を定めて設置しなければならない。（建設計画の期間も考慮して定める必要がある。） 
(2) 区域     旧市町村の区域を単位とする。 
(3) 任務、役割  当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し、合併市町村の長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項について合併市町村の 

長に意見を述べることとされている。 
具体的な役割は、地域の実情に応じて判断されるべきものであるが、一般的には、次のようなものが考えられる。 
・ 合併市町村の長の諮問に応じて審議する。（市町村建設計画の変更・執行状況、基本構想・各種計画の策定・変更等） 
・ 合併市町村の長に、必要と認める事項について意見を述べる。（公共的施設の設置・管理運営、福祉・消防等の施策の実施状況等） 

(4) 組織、運営  合併関係市町村の議会の議決を経て、合併関係市町村の協議により定めることとされている。なお、協議が成立したときは、直ちにその内容 
を告示しなければならない。 

(5) その他    地域審議会を設置した場合、合併後に市町村建設計画を変更しようとするときは、あらかじめ当該地域審議会の意見を聴かなければならな 
い。 
 

市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法） 
（市町村建設計画の作成及び変更） 
第５条１項～第７項 省略 
第５条第８項 第６項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第５条の４第１項に規定する地域審議会が置かれている場 
 合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。 
第５条第９項 省略 
（地域審議会） 
第５条の４ 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に 
 関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会（以下「地域審議会」という。）を置くことができる。 
２ 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとす 
 る。 
３ 前２項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならな 
 い。 
４ 合併市町村は、第２項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 
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議会の議員の定数及び任期の取扱い（協定項目第７号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 定数等   ４０人（条例）   現員数４０人 
２ 任期    平成１５年５月２日～平成１９年５月１日 
３ 報酬月額  議 長 ７２７，０００円 
        副議長 ６４７，０００円 
        議 員 ６０８，０００円 

１ 定数等   １０人（条例 ※ただし、次の一般選挙から適用） 現員数１２人 
２ 任期      平成１３年９月２９日～平成１７年９月２８日 
３ 報酬月額  議 長 ３２５，０００円 
        副議長 ２８２，０００円 
               議  員 ２６０，０００円 

先進地域の事例 
 
 平成１１年４月１日以降に編入合併した１０市のうち、 
 定数特例を１回採用した市⇒１市 ／定数特例を２回採用した市⇒１市 ／在任特例を採用した市⇒７市 ／定数特例及び在任特例を採用した市 ⇒１市 
○ 呉市【定数特例＋定数特例】 
１ 合併の期日            平成１５年４月１日 
２ 合併前の呉市の議員定数等     ３４人（任期 ～平成１５年４月３０日） 
３ 合併前の町の議員定数等      １０人（任期 ～平成１５年４月２９日） 
４ 定数特例による増員数       １人 
５ 定数特例を採用する期間      呉市議会議員の残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙により選出される議員の任期に相当する期間 
                    （平成１５年４月１日～平成１９年４月３０日） 
○ 新潟市【在任特例】 
１ 合併の期日            平成１３年１月１日 
２ 合併前の新潟市の議員任期     ～平成１５年５月 １日（定数４８人） 
３ 合併前の町の議員任期       ～平成１５年４月３０日（定数２２人） 
４ 在任特例を採用する期間      新潟市議会議員の残任期間（平成１３年１月１日～平成１５年５月１日） 
○ 新居浜市【在任特例＋定数特例】 
１ 合併の期日            平成１５年４月１日 
２ 合併前の新居浜市議会議員の定数等 ３４人（任期 ～平成１５年５月１日） 
３ 合併前の村の議員の定数等     ８人（任期 ～平成１５年４月２９日） 
４ 定数特例による増員数       １人 
 ５ 在任特例を採用する期間      新居浜市議会議員の残任期間（平成１５年４月１日～平成１５年５月１日） 
 ６ 定数特例を採用する期間      合併後最初に行われる一般選挙により選出される議員の任期に相当する期間 
                    （平成１５年５月２日～平成１９年４月３０日） 
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○ 編入合併における議会の議員の定数及び任期の取扱いについて【参考】 

地方自治法による原則  編入する市町村の議員の身分には変動がなく、編入される市町村の議員は、その身分を失う。 
 ただし、合併後の議員定数が増加する場合は、増員選挙を行う事由の生じた日から５０日以内に増員選挙を行う。     【パターン①】 

定数特例 

 合併する市町村が協議を行い、編入をする市町村の条例定数（合併前の定数）に人口比

率を乗じて得た数を、編入される市町村ごとの定数とし、それぞれ編入される市町村ごと

に選挙区を設けて増員選挙を行う。 
 この増員選挙は、これを行う事由の生じた日（選挙管理委員会が公職選挙法第１１１条

第３項の規定による定数増加の通知を受領した日）から５０日以内に行う。 
 一方、編入をする市町村の議員の身分に変動はない。        【パターン②】 

合併特例法 
による特例 

在任特例  合併する市町村が協議を行い、編入される市町村の議員が、編入をする市町村の議員の
残任期間に合わせて、引き続き在任する。              【パターン④】 

 編入合併の場合には、合併時に左記の「定数特 
例」により増員選挙を行う場合又は「在任特例」に

より引き続き議員として在任する場合は、合併後、

最初に行われる一般選挙により選出される議員の任

期相当期間についても、編入合併特例定数を適用 
し、編入される合併関係市町村の区域ごとに選挙区

を設け、一般選挙を行うことができる。 
【パターン③・⑤】 

【パターン①／原則】※高松市と塩江町の場合は該当しない。               【パターン④／在任特例】 
 
     合併                                           合併 
 
 
                編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間                     編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間 

 
【パターン②／定数特例】                           【パターン⑤／在任特例＋定数特例】 
 
     合併                                            合併 
 
 
                編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間                     編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間 

 
【パターン③／定数特例＋定数特例】 
 
     合併 
 
 
                編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間 
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農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い（協定項目第８号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 定数等    定数 ４８人   現員数４８人 

２ 任期    平成１４年７月２０日～平成１７年７月１９日 

３ 報酬月額  会長     ５９，９００円 

        会長代理   ４６，９００円 

        委員（部会長）４６，９００円 

        委員（一般） ４１，７００円 
４ 委員構成   選挙による委員    ４０人 

         法１２条１号委員    ３人 

         法１２条２号委員    ５人 

１ 委員定数等  定数１６人   現員数１６人 

２ 任期     平成１４年７月２０日～平成１７年７月１９日 

３ 報酬月額   会長     １８，３００円 

         会長代理   １６，６００円 

         委員（一般） １５，０００円 

 

４ 委員構成   選挙による委員   １０人 

         法１２条第１号委員  １人 

         法１２条第２号委員  ５人 

先進地域の事例 
 
 平成１１年４月１日以降に編入合併した１０市のうち、①旧市町ごとに農業委員会を設置した市⇒１市 ／ ②編入する市の農業委員会に統合した市⇒９市 
 
 編入する市の農業委員会に統合した９市のうち、①旧町村の選挙による委員を全員在任させた市⇒６市 ／ ②人数に制限を設けて在任させた市⇒３市 
 
○ 新潟市 
  合併後、新潟市に置かれる農業委員会は、合併の期日における黒埼町の農業委員の任期の間は、現在、両市町に設置されている農業委員会の区域ごとに現行 
 のまま設置する。 
  その後の取扱いについては、一体性確保の観点から、合併後の新潟市の全域を区域とする農業委員会に統合する。 
 
○ 福山市 
  内海町の農業委員で選挙による委員である者は、合併特例法第８条第１項第２号の規定を適用し、福山市農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き在任 
 するものとする。 
 
○ 呉市 
 １ 下蒲刈町農業委員会は、呉市農業委員会に統合する。 
 ２ 合併特例法第８条第１項第２号の規定により、下蒲刈町農業委員会の選挙による委員（※注 １０人）のうち４人に限り、呉市農業委員会の委員の残任期 
  間、引き続き呉市農業委員会の選挙による委員として在任する。 
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○ 編入合併における農業委員会の委員の定数及び任期について【参考】 
 

特例措置 
区  分 原  則 

内  容 根拠法令 

在任 

 編入される合併関係市町村の委員

はすべて失職し、編入する合併市町

村の委員は在任する。 

 編入される合併関係市町村の選挙による委員のう

ち、協議により４０人以内の範囲で定める数の者に

限り、在任が可能 
統 合 

合併市町村の区域に一つ

の農業委員会を置く場合 

任期 ―  編入する合併市町村の選挙による委員の在任期間 

合併特例法第８条第１項、

第２項 

在任 ― 

 従前の農業委員会が、そのまま存続する。 

 従前の農業委員会の委員が、引き続き、存続する

農業委員会の委員となる。 
旧市町

単位で

設置 

合併市町村に従前置かれ

ていた農業委員会の区域

をその区域として２以上

の農業委員会を設置する

場合 
任期 ―  従前の任期の残任期間 

農業委員会法第３４条第１

項、第２項 

在任 ― 

 合併関係市町村の選挙による委員のうち、合併関

係市町村の協議により、１０人以上８０人以内の範

囲で定める数の者に限り、在任可能 

新たに

２以上

の区域

を設置 

合併市町村に従前置かれ

ていた農業委員会の区域

をその区域としない２以

上の農業委員会を設置す

る場合 
任期 ― 

合併関係市町村の協議により、合併後１年を超えな

い範囲内で定める期間 

合併特例法第８条第３項 

 
  ※注）１合併市町村に２以上の農業委員会を置くことができる要件としては、合併市町村の区域が２４，０００ha を超える合併市町村、又は合併市町村の区域内の農地

面積が７，０００haを超える合併市町村とされ、例外的措置と考えられている。 
    【両市町の現況】 

 高松市 塩江町 計 
市町の面積      （H１５．４．１現在）  １９，４３４ha ８，０１０ha   ２７，４４４ha 
農 地 面 積      （農地基本台帳の面積）   ６，２２６ha     ４１３ha    ６，６３９ha 
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地方税の取扱い（協定項目第９号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 住民税（個人市民税）  均等割  ２，５００円／年（標準税率） 

２ 住民税（法人市民税）  税率 法人税額の１４．７％（制限税率） 
３ 固定資産税       両市町共に同一の税額 
４ 軽自動車税       ナンバープレートの再交付手数料 １５０円 
５ たばこ税        両市町共に同一の税額 
６ 特別土地保有税     免税点  ５，０００㎡未満 
７ 入湯税         入湯客１人１日につき１５０円 
８ 事業所税        あり 

※ 国民健康保険料・税   料として徴収 

１ 住民税（個人町民税）  均等割  ２，０００円／年（標準税率） 
２ 住民税（法人町民税）  税率 法人税額の１２．３％（標準税率） 
３ 固定資産税       両市町共に同一の税額 
４ 軽自動車税       ナンバープレートの再交付手数料 １００円 
５ たばこ税        両市町共に同一の税額 
６ 特別土地保有税     免税点  １０，０００㎡未満 
７ 入湯税         入湯客１人１日につき１００円 
８ 事業所税        なし 
※ 国民健康保険料・税   税として賦課 

先進地域の事例 
 
 平成１１年４月１日以降に編入合併した１０市のうち、不均一課税を行った市 ⇒ ８市 
 不均一課税を行った８市の当該措置期間  合併年度のみ⇒２市 ／ 合併年度＋３年度⇒４市 ／ 合併年度＋５年度⇒１市 ／ その他⇒１市 
○ 新潟市 
  地方税は、新潟市の制度に統一する。 
  ただし、①住民税の個人均等割、都市計画税及び事業所税については、合併年度及びこれに続く３年度は不均一課税を実施する。 
      ②入湯税に関しては、福祉向上を図るために設置された「黒埼荘」での入湯については課税免除とする。 
○ 呉市 
  地方税は、呉市の制度に統一する。 
  ただし、両市町で税率の異なるものについては、合併年度及びこれに続く５年度は不均一課税を実施する。 
○ 福山市 
  地方税は、福山市の制度に統一する。 
  ただし、①個人市民税及び法人市民税については、合併年度及びこれに続く３年度は不均一課税を実施する。 
      ②事業所税については、福山市は現行のとおりとし、内海町では合併年度及びこれに続く５年度は不均一課税を実施する。 
      ③特別土地保有税については、課税対象を内海町では、合併年度とこれに続く３年度は現行のとおりとする。 
 
【合併特例法における地方税に関する特例／参考】 
 合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関して著しい不均衡があるため、合併市町村の全域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場

合、又は市町村の合併によって承継した財産若しくは負債の額について合併関係市町村の相互の間に著しい差異があるため、合併市町村の全域にわたって均一の課税をす

ることが著しく衡平を欠くと認められる場合には、合併が行われた年度及びこれに続く５年度に限って、課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。 
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一般職の職員の身分の取扱い（協定項目第１０号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 職員数 
  ３，３４０人（H１５．４．１現在） 
２ 職層別人数・比率 
  部長級             １８人（ ０．６％） 
  部次長級            ４２人（ １．３％） 
  課長級            １４０人（ ４．３％） 
  課長補佐級          ２２２人（ ６．９％） 
  係長級            ７７４人（２４．０％） 
  一般職・教員等      ２，０３０人（６２．９％） 
 
※ 上記２の人数・比率は県派遣職員等を除いた数値 

１ 職員数 
  １３１人（Ｈ１５．４．１現在） 
２ 職層別人数・比率 
  部長級             ０人（ ０．０％） 
  部次長級            ０人（ ０．０％） 
  課長級            １７人（１３．０％） 
  課長補佐級           ８人（ ６．１％） 
  係長級            １４人（１０．７％） 
  一般職            ９２人（７０．２％） 

先進地域の事例 
 
○ 新潟市 
  黒埼町の定数内の職員は、すべて新潟市の職員として引き継ぐものとする。 
  職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、新潟市の職員と不均衡が生じないよう公正に取り扱うものとし、その細目は、両市町の長が別に協議し

て定める。 
 
○ 福山市 
  内海町の定数内の職員は、すべて現員現給で福山市の職員として引き継ぐものとする。 
  その取扱いについての細目は、福山市及び内海町の長が別に協議して定めるものとする。 
 
○ 新居浜市 
  別子山村の一般職の職員は、すべて新居浜市の一般職の職員として引き継ぐものとする。 
  別子山村の一般職の職員の給与、任用、配置その他の身分の取扱いについては、新居浜市の職員と均衡を失しないように公正に取り扱うものとする。 
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町名・字名の取扱い（協定項目第１１号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 町 数  ２０３ 
２ 大字数    ０ 
３ 字 数    ０ 

１ 町 数   １（塩江） 
２ 大字数   ８（安原下〔４〕、安原上、安原上東、上西〔２〕） 
３ 字 数  ９０ 

先進地域の事例 
 
○ 新潟市 
  黒埼町の町字名については、黒埼町の意向を尊重する。 
  ただし、新潟市の現行の町名と紛らわしくないようにする。 
 
○ 大船渡市 
  三陸町の区域の大字は、「三陸町綾里」、「三陸町越喜来」、「三陸町吉浜」とし、「大字」は表示しないこととする。 
  字は、現行のとおりとする。 
 
○ 新居浜市 
  町・字の名称については、別子山村村においては、宇摩郡別子山村を新居浜市別子山村に置き換える。 
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慣行の取扱い（協定項目第１２号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 市章     
 
 
２ 都市宣言  世界連邦都市宣言、交通安全都市宣言、環境美化都市宣言、        

非核平和都市宣言、人権尊重都市宣言、男女共同参画都市宣

言 
３ 市民憲章  高松市民のねがい 
４ 市の木   黒松 
５ 市の花   つつじ 

※上記は慣行の例示である。 

１ 町章     
 
 
２ 都市宣言  非核平和宣言、人権尊重の町宣言 
 
 
３ 町民憲章  塩江町町民憲章 
４ 町の木   やまざくら 
５ 町の花   合歓（ねむ） 

※上記は慣行の例示である。 

先進地域の事例 
 
平成１１年４月１日以降に編入合併した１０市のうち、 
何らかの特例措置を設けている市⇒６市 ／ 特例を設けていない市⇒２市 ／ 合併協定書に記載のない市⇒２市 
 
○ 新潟市 
 １ 市民憲章は、新潟市の制度に統一する。ただし、黒埼町民憲章については、黒埼地区の憲章として継承していく。 
 ２ 市民歌は、新潟市の制度に統一する。ただし、黒埼町の町民歌については、黒埼地区の愛唱歌として伝承していく。 
 ３ 市の木、市の花は、新潟市の制度に統一する。ただし、黒埼町の木については、黒埼地区の推奨の木として伝承していく。 
 ４ 消防出初式は、新潟市の制度に統一する。ただし、黒埼地区の出初式も別に実施する。 
 ５ 成人式は、新潟市の制度に統一する。 
 
○ 新居浜市 
 １ 市章       新居浜市の市章を用いるものとする。 
 ２ 名誉市民制度等  名誉市民制度及び表彰制度は、新居浜市の制度に統一する。 
 ３ 市民憲章等    新居浜市の市民憲章等を用いるものとする。 
 ４ 市の花      新居浜市の歌を用いるものとする。 
 ５ 市花・市樹    新居浜市の市花・市樹を用いるものとする。 
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事務組織及び機構の取扱い（協定項目第１３号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 部局等の数     部局１４（部長級職員を配置している外局を含む。） 
            課 ８７（課内室１３を除く。） 
２ 支所・出張所の数  支所１、出張所２１ 
３ 行政機構図     別紙のとおり 

１ 部局等の数     部局０ 

            課 １０ 

２ 支所・出張所の数  支所２、出張所０ 

３ 行政機構図     別紙のとおり 

先進地域の事例 
平成１１年４月１日以降に編入合併した１０市のうち、旧町村役場を支所として存続させている市 ⇒ １０市 
 
○ 新潟市 
  黒埼町役場は、地区事務所とする。 
  ただし、①当分の間、地方自治法上の支所とする。 
      ②支所の組織については、住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し、段階的に再編、見直しを図る。 
      ③住民生活に直接影響を与えない管理部門は早期に統合する。 
○ 福山市 
  執行機関の組織については、住民サービスの低下を来さないよう適切に措置するものとする。 
  内海町の区域を所管区域とする支所を設置するものとする。（内海町の）内浦支所のあり方については、今後、事務レベルで協議する。 
 
○ 廿日市市 
 １ 合併後の組織機構は、次の方針により整備する。 
   ・住民サービスの低下を招かない組織機構 ・住民の課題へ迅速かつ的確に対応できる組織機構 ・市民が利用しやすく、わかりやすい組織機構 

・ 簡素で効率的な組織機構 ・指揮命令系統が明確な組織機構 ・新たな行政需用（課題）に対応できる組織機構 
   ・地方分権に柔軟に対応できる組織機構 ・合併建設計画を円滑に推進できる組織機構 
 ２ 現在の佐伯町役場及び吉和村役場は、支所とする。その組織は、合併後の事務を円滑に執行するため、現行の組織を基本とし、管理部門等の統合など、段 
  階的な再編、見直しを行う。 
 ３ 本庁で一括処理することが適している事務は、本庁で処理するものとし、必要な体制の整備を図る。 
 
○ 新居浜市 
  現在の別子山村役場は、当面、支所として存続させるものとする。支所の組織については、住民サービスに急激な変化を来すことのないよう配慮し、段階的 
 に再編、見直しを行うものとする。 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 

総

務

部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秘
書
課
（
秘
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
際
交
流
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庶
務
課
（
行
政
・
文
書
・
情
報
公
開
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
事
課
（
人
事
政
策
・
人
事
・
人
材
育
成
・
給
与
・
職
員
厚
生
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
シ
ス
テ
ム
課
（
情
報
化
推
進
・
情
報
シ
ス
テ
ム
・
統
計
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
聴
広
報
課
（
広
聴
・
広
報
） 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企
画
財
政
部 

 
 
 
 
 
 
 

企
画
課
（
企
画
員
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
問
題
対
策
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行
政
改
革
推
進
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
併
推
進
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財
政
課
（
主
計
員
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

納
税
課
（
税
制
・
収
納
第
一
・
収
納
第
二
・
収
納
第
三
・
検
収
証
明
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
民
税
課
（
市
民
税
第
一
・
市
民
税
第
二
・
市
民
税
第
三
・
法
人
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
産
税
課
（
固
定
資
産
第
一
・
固
定
資
産
第
二
・
固
定
資
産
第
三
・
償
却
資
産
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管
財
課
（
庁
舎
管
理
・
物
品
契
約
・
財
産
管
理
・
自
動
車
管
理
・
車
庫
・
守
衛
） 

                    

助

役

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市

民

部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
民
生
活
課
（
地
域
振
興
・
消
費
生
活
・
墓
園
・
管
理
・
平
和
荘
・
支
所

・
出
張
所

） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
民
課
（
管
理
・
戸
籍
・
住
民
・
証
明
・
印
鑑
登
録
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
権
啓
発
課
（
人
権
啓
発
・
隣
保
児
童
館

） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
険
年
金
課
（
庶
務
・
国
民
健
康
保
険
資
格
賦
課
・
国
民
健
康
保
険
収
納
・
国
民
健
康
保
険
検
収
・
国
民
健
康
保
険
給
付
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
民
年
金
・
福
祉
医
療
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
民
健
康
保
険
診
療
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
民
会
館
管
理
事
務
局
（
管
理
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女
性
セ
ン
タ
ー
（
管
理
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健
康
福
祉
部 

 
 
 
 
 
 
 

健
康
福
祉
総
務
課
（
総
務
・
指
導
監
査
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
保
険
課
（
管
理
・
資
格
賦
課
・
収
納
・
介
護
認
定
・
給
付
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福 

祉 
  

障
害
福
祉
課
（
管
理
・
障
害
福
祉
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
所  

 

長
寿
社
会
対
策
課
（
在
宅
福
祉
・
施
設
福
祉
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
護
課
（
管
理
・
保
護
第
一
・
保
護
第
二
・
保
護
第
三
・
保
護
第
四
・
面
接
相
談
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

母
子
児
童
課
（
管
理
・
母
子
・
保
育
・
保
育
所

・
母
子
生
活
支
援
施
設

） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
健
所  

 

保
健
総
務
課
（
総
務
企
画
・
医
務
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
活
衛
生
課
（
環
境
衛
生
・
食
品
衛
生
・
食
肉
衛
生
検
査
所
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
健
予
防
課
（
予
防
・
保
健
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
健
セ
ン
タ
ー
（
管
理
・
予
防
接
種
・
健
康
診
査
・
地
域
保
健
・
健
康
・
介
護
支
援
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 

民 
 
 

診
療
科
（
１９
科
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病 

院 
 
 

検
査
科
（
検
査
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

薬
局
（
薬
務
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

看
護
科
（
看
護
師
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庶
務
課
（
庶
務
・
経
理
・
用
度
・
栄
養
管
理
・
調
理
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医
事
課
（
医
事
第
一
・
医
事
第
二
） 

市

長

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環

境

部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環
境
総
務
課
（
総
務
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
業
廃
棄
物
対
策
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
清
掃
工
場
整
備
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環
境
保
全
課
（
環
境
企
画
・
調
査
指
導
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
課
（
管
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
施
設
第
一
・
施
設
第
二
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適
正
処
理
対
策
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ク
リ
ー
ン
事
業
課
（
業
務
第
一
・
業
務
第
二
・
業
務
第
三
・
業
務
第
四
・
業
務
第
五
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産

業

部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商
工
労
政
課
（
商
工
・
労
政
・
計
量
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観
光
課
（
観
光
振
興
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
林
水
産
課
（
農
林
計
画
・
農
林
改
良
・
園
芸
・
畜
産
・
水
産
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土
地
改
良
課
（
土
地
改
良
第
一
・
土
地
改
良
第
二
・
地
籍
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競
輪
局 

 
 

事
業
課
（
庶
務
・
業
務
・
施
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
央
卸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

売
市
場 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都
市
開
発
部 

 
 
 
 
 
 
 

都
市
計
画
課
（
計
画
・
工
務
・
用
地
・
都
市
交
通
・
都
市
景
観
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
速
交
通
対
策
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都
市
再
開
発
課
（
計
画
・
事
業
・
高
架
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
第
二
土
地
区
画
整
理
事
務
所
（
管
理
・
計
画
・
業
務
・
事
業
第
一
・
事
業
第
二
・
補
償
第
一
・
補
償
第
二
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建
築
指
導
課
（
建
築
指
導
・
建
築
審
査
第
一
・
建
築
審
査
第
二
・
開
発
指
導
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
園
緑
地
課
（
計
画
・
維
持
・
管
理
・
玉
藻
公
園
管
理
事
務
所
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土 

木 

部 
 
 
 
 
 
 
 

監
理
課
（
契
約
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技
術
検
査
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道
路
課
（
管
理
・
維
持
・
改
良
第
一
・
改
良
第
二
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交
通
安
全
対
策
課
（
交
通
安
全
・
交
通
対
策
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河
港
課
（
河
川
・
港
湾
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建
築
課
（
建
築
第
一
・
建
築
第
二
・
営
繕
・
設
備
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住
宅
課
（
管
理
第
一
・
管
理
第
二
・
収
納
・
住
環
境
整
備
・
建
築
営
繕
・
設
備
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
水
道
管
理
課
（
庶
務
・
普
及
指
導
・
浄
化
槽
・
管
理
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
水
道
施
設
課
（
管
理
・
水
質
検
査
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
部
下
水
処
理
場
（
施
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施
設
管
理
セ
ン
タ
ー
（
管
理
・
施
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
水
道
建
設
課
（
計
画
・
工
務
第
一
・
工
務
第
二
・
施
設
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収

入

役

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
納
室
（
審
査
・
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・
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予
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所
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所
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東
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予
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校
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国
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ー
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ス
・
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務
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ス
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動
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書
館
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一
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政
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（
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） 

別紙【高松市行政機構図（H15.4.1現在）】 



別紙【塩江町行政機構図(H15．4．1現在)】

議会 議会事務局 事務局長 議会全般・監査

条例規則の改廃・財産管理・情報公開・広域行政・職員研修

市町合併
統計・防災無線・非常勤公務災害・共済保険・秘書用務・自然保護
町財政計画・予算・地方債・行財政改革・地方交付税
新清掃工場周辺整備・山村振興・土地開発公社・地域開発の推進

総務企画課 課長 人事・給与・共済組合・退職手当組合・常勤職公務災害・福利厚生
町振興計画・土地利用・友好都市・国際交流・広報誌・国民保養温泉地・選挙
消防・交通・防犯・自治会・温泉水・人材育成・町営バス

管理・運営
庶務・事務

観光振興・観光協会・商工業振興・中小企業融資
補助林道・土地改良事業・農林道維持管理・鳥獣保護
生活改善・消費者行政・農業年金・畜産振興

産業観光課 課長 林業振興・森林整備・単県林道・治山・水産振興
農業委員会・農業振興地域・農業者年金・中核農家
生産調整・農業構造改善・農業振興・病害虫駆除

休養村センター

椛川ダム・椛川ダム周辺整備
町道・河川･住宅整備、用地・急傾斜地・建築確認・法定外公共物

建設水道課 課長 土地登記・公営住宅管理・入札参加資格受理・入札結果の公表・庶務
町道、河川等の維持管理・土木機械の管理・他課の公共工事・道路現況調査
簡易水道の建設、管理運営
下水道の建設、管理運営

軽自動車税・入湯税・たばこ税・滞納整理組合・庶務
町県民税・法人町民税・納税思想の普及高揚
固定資産税・固定資産評価委員・特別土地保有税・画地計測、地番図作成

町長 助役 税務調査課 課長 国民健康保険税・介護保険料・町税滞納処分・納税貯蓄組合
地籍調査

介護保険・同和対策・人権擁護
国民健康保険・児童手当・男女共同参画
国民年金・生活保護・民生児童委員・児童扶養手当・障害者年金・遺族援護
戸籍・住民,印鑑登録及び証明・外国人登録・人口動態・埋火葬許可・支所･保育所

住民課 課長 環境衛生・公害・合併処理浄化槽・狂犬病予防・慰霊祭、公祭・墓地・災害救助
老人保健医療・老人医療・重心、母子、乳児、傷痍軍人医療・老人クラブ
戸籍・住民,印鑑登録及び証明・外国人登録・人口動態・埋火葬許可・支所・保育所
塵芥処理

支所 上西 戸籍住民登録・簡易郵便局事務

塩江 戸籍住民登録

塩江 保育業務
保育所

安原 保育業務

保健福祉総合施設 施設長 健康管理事業・健康のまちづくり・歯科保険事業

老人福祉事業・介護保険事業
ＯＡ処理・庶務

施設次長 （主任看護師）業務調整・在宅要援護、寝たきり老人等の訪問看護
（看護師）在宅介護支援センター業務
（看護師）在宅介護支援センター業務・高齢者対策事業
（保健師）老人保健事業・難病及び特定疾患、心身障害者に関すること
（保健師）母子保健事業に関すること
（栄養士）栄養指導・食生活改善推進協議会・湯ったりウォ‐キングクラブ

出納室 室長 出納事務

教育行政全般
教育委員会 教育委員会事務局 　　　教育長　 教育次長 学校教育

社会教育

上西小学校

塩江小学校

安原小学校

塩江中学校

美術館

塩江病院 　　　　　院長 事務長 事務・庶務
患者輸送

副院長 内科医師 受付事務
歯科医師 医療事務

（栄養士）
（薬剤師）

老人福祉センター

行基の湯
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条例・規則等の取扱い（協定項目第１４号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 条例    ２３０本 
２ 規則    ２７８本 
３ 規程等   １６４本 
         
（平成１５年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 

１ 条例   １５５本 
２ 規則   １２３本 
３ 規程等   ５９本 
 
（平成１５年４月１日現在） 

先進地域の事例 
 
○ 福山市 
  福山市の条例及び規則を適用するものとする。 
  ただし、各種協議事項等の調整方針と関係する条例及び規則については、その調整を踏まえて規定の整理を行うものとする。 
 
○ 新居浜市 
  新居浜市の条例、規則等を適用する。 
  ただし、①別子山村にのみ定めのある条例、規則等のうち、新居浜市に引き継ぐものについては、現行の例による。 
      ②各種協議事項等の調整方針と関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて規定の整理を行うものとする。 
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特別職の職員の身分の取扱い（協定項目第１５号）について 
現     況 

高 松 市 塩 江 町 
１ 市長          １人 
２ 助役          ２人 
３ 収入役         １人 
４ 教育長（教育委員会委員）１人 
 
※ 特別職の職員については、上記のほか、議会の議決・同意によって就任す 
 る者等が含まれるとされているが、その範囲については、地域によって取扱 
 いが異なる。 

１ 町長          １人 
２ 助役          １人 
３ 収入役         １人（助役兼掌） 
４ 教育長（教育委員会委員）１人 
 
※ 特別職の職員については、上記のほか、議会の議決・同意によって就任す 
 る者等が含まれるとされているが、その範囲については、地域によって取扱 
 いが異なる。 

先進地域の事例 
 
○ 新潟市 
 合併協定書の記載内容 
 黒埼町の特別職（三役及び教育長）の身分の取扱いについては、両市町の長が別に協議して定める。 

 
○ 潮来市 
  合併協定書の記載内容 
  牛堀町の常勤の特別職の職員（三役及び教育長）の取扱いについては、両町の長が協議して定めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


